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計画停電実施による水道施設への影響 

 
平成 23年３月 11日に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震によって福島

第一及び第二原子力発電所をはじめとする東京電力発電所が大きな被害を受けたことから、

先ほど、東京電力が３月 14日以降に東京電力供給区域における計画停電を実施することを

公表したところである。東京電力が計画停電を実施したときには、水道施設への電力供給

が停止するため、水道施設において電力が確保できなければ当該水道の給水区域において

断水する可能性がある。  
このため、下記の事項について、貴管下水道事業者に対する周知指導方よろしくご配慮

願いたい。 
 

記 
 
１ 水道事業体において計画停電の実施期間の情報を把握すること。 
 
２ 管轄する水道施設において電力供給が停止したときの影響を分析すること。 
 
３ 自家発電施設等関連施設の点検、試運転、燃料確保を実施すること。 
 
４ 断水の可能性がある場合は、その給水区域を確認し、当該給水区域の水道需要者に

対して計画停電期間中の水道への影響を周知する広報体制を整備すること。 
 
５ 断水が生じた場合に支障の大きい特別な施設（医療機関、透析センター等）の把握

と応援給水体制の確保を検討すること。 
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